
第２期出雲市空家等対策計画の骨子（案）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１回出雲市空家等対策協議会でいただいたご意見 

空き家の発生予防 空き家の適正管理の促進／利活用の推進 管理不全な空き家の対応／除却 空き家等の跡地活用の促進 

〔市民意識の醸成、啓発〕 

■空き家にしないこと、空き家の問題などについて

強く市民に訴え、情報発信を行うこと 

■すべからく、しっかりと、分かりやすく工夫をした

情報発信に努めること 

■元気なうちに家の状況についてしっかり把握し、

家の将来について家族で話し合うこと、また、終活

も含めた市民意識の醸成、啓発を図ること 

〔関係団体との連携等〕 

■空き家相談会の開催など、民間団体の連携強化、 

積極的な活用 

■高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯が密接に関係 

している社会福祉協議会との連携、情報提供 

■様々な家族事情等を踏まえ、ひきこもり支援セン

ターや母子・父子自立支援員などの関係機関への

情報提供、働き掛けの実施 

■空き家バンクの積極的な周知 

■空き家活用住宅等整備支援事業補助制度（学生等

専用シェアハウス改修補助）の情報発信、補助内容

の充実 

■外国人住民を雇用、派遣している企業に出向き、意

見交換を行いながら、外国人住民に空き家を利用

いただくための方策の検討 

■移住・定住に加えて、「二地域居住」としての利活

用の推進 

■居住だけではなく、「企業のオフィス」としての利

活用の推進 

■流通に乗りにくい物件は積極的に空き家バンク登

録を促し、民間事業者と連携し、利活用に努める。 

■管理不全な空き家等の対応に関する出雲警察署と 

の情報共有の方法、非常時連絡体制等の確認 

■市だけではなく、関係機関との連携による除却 

依頼 

■老朽危険空家等除却支援事業補助制度の積極的な 

周知 

■除却経費を誰が負担するのか、どこから捻出する

のかという問題が残るため、除却されない場合が

多い。市負担による除却の検討 

■再資源化、SDGs、循環型社会をテーマに加え、 

税制面やポイントの付与などの取組の検討 

■空き家バンクの積極的な周知（再 

掲） 

■除却後における税制面等のイン 

センティブの検討 

■土地、建物所有者が異なる物件に 

対する対応（新たな管理制度の 

利用の検討） 

 

〔相続登記の義務化〕 

■関係機関の連携による新しい相続登記制度の周知 ■市役所死亡時ワンストップ窓口サービスでの周知 

■市課税明細書における未相続の強調表示     ■過料 10 万円の強調周知 
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空き家となる前（居住中） 管理されている空き家 放置され管理されていない空き家 除却後の跡地 

【空き家対策の４つの取組方針】４つの施策の柱＝取組方針を定める (１) 空き家の発生予防 (２) 空き家の適正管理の促進 (３) 空き家の利活用の推進 (４) 管理不全な空き家の対応／除却 

◆市民意識の醸成・啓発 
・各種媒体を活用した空き家の発生予防に係る 
周知、啓発 

◆相談体制の充実・強化、相談会の実施 
・様々な専門家との連携による空き家になる前
の相談体制の充実、相談会の実施など 

◆独居世帯や高齢者のみ世帯への対応 
・社会福祉協議会や民生児童委員等の関係団体
との連携、情報提供 

◆地域団体の活動支援、勉強会等の開催 
・各自治協会、コミュニティセンターなどの 
地域団体との勉強会、意見交換会の開催 

◆相続登記の義務化に対する対応 
・法務局、司法書士会、行政書士会との連携、周知  
◆住宅の良質化・持続化の支援 
・木造住宅耐震化促進事業、定住促進住まいづ
くり助成事業等などの周知・支援 

 
 

◆空き家等に関する情報の集約、管理 

・空家実態調査の実施及び苦情等による空き家等

の情報を集約したデータベースの随時更新 

◆空き家管理サービス等の周知など 

・シルバーセンターによる空き家等管理サービス

などの周知 

◆いずも空き家バンク活用の推進 

・所有者等への積極的な周知、不動産取引業者等 

との連携、情報共有 

◆定住、移住希望者への積極的な情報発信 

・縁結び定住課と連携した空き家等の情報発信 

◆外国人住民への配慮、多文化共生 

・空き家バンクパンフレット、HPなどの多言語化 

◆金融機関による空き家関係資金調達の周知 

・リフォーム、解体等に利用可能なローンの紹介 

 

 

◆空き家等の所有者等に対する適正管理依頼 
・空き家所有者調査、継続的な適正管理依頼 

◆空家法による対応 
 ・空家法に基づく特定空家等に対する措置の 

実施 
◆空家法以外の法令による対応 
・建築基準法、消防法、道路法、民法の関係 
法令に基づく措置の実施 

◆所有者不明、相続人不存在の場合の対応 
・所有者不明建物管理制度、管理不全建物 
管理制度などの活用 

◆市補助制度の周知、活用 
 ・市老朽危険空家等除却支援事業補助金の 

周知、活用など 
◆民間団体との連携強化 
 ・しまね産業資源循環協会解体部会などの 
  民間団体との情報共有、連携強化 

◆所有者等への情報発信 

・跡地の適正管理に関する 

周知、啓発 

◆いずも空き家バンク活用の推進 

 ・空き家バンクへの跡地登録、 

活用の推進 

◆跡地活用の手法の検討 

 ・所有者と地域が跡地を有効 

活用するための手法の検討 

 

 

 

 

 

空き家の発生予防 
 

空き家の適正管理の促進／利活用の推進 
 
 

管理不全な空き家の対応／除却 
 
 

空き家等の跡地活用の促進 
 
 

資 料 １ 

「空き家等に関する連携協定」を締結している民間団体（NPO法人出雲市空き家相談センター、(一社)古民家再生協会出雲支部、NPO法人ひらた空き家再生舎）の周知、取組支援、連携強化、情報共有 


